
五ヶ瀬町の給与・定員管理等について

１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

区　　分 歳出額 実質収支 人件費 人件費比率 （参考）

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ
5年度の人件費比

率

令和6年度 人 千円 千円 千円 % %

5,718,003 117,117 897,493 15.7 15.5

（２）職員給与の状況（普通会計決算）

区分 職員数 (参考)一人当り (参考)類似団体平均

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ 給与費Ｂ/Ａ 一人当たり給与費

令和5年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

88 372,590 44,268 137,498 554,356 6,300 5,356

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数については、令和7年4月1日現在の人数である。また、任期付き短時間勤務職員、暫定

　　　　再任用職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。

　　　３　給与費については、任期付き短時間勤務職員、暫定再任用再任用職員（短時間勤務）及び定年

　　　　前再任用短時間勤務職員の給与が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

（３）ラスパイレス指数の状況

　　場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

職員構成の変動によるものが大きく影響していると考えますが、今後はしだいに低下するものと思われる。

　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を

　　　　１００として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　※令和7年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している

　　　３　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初

　　　　の4月1日以後に支給れる給料月額について、本来の給料月額の7割水準に設定される職員を除いている。

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
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（４）給与改定の状況

人事委員会を設置していないため、記載省略。

（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について

給料表の見直し　　[　　実施　　]

平成２７年４月１日　一般行政職の給料表について、平均２．０％引下げ。

（６）特記事項

なし。



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

①一般行政職 （単位：円）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国比較ﾍﾞｰｽ）

五ヶ瀬町 40.8 326,700 405,700 372,700

宮崎県 42.2 320,500 388,111 344,893

国 41.9 332,237 414,480 －

類似団体 42.0 312,088 356,051 342,249

②技能労務職 （単位：円）

平均年齢 職員数
平均給料月額

Ａ
平均給与月額

平均給与月額
（国比較ﾍﾞｰｽ）

五ヶ瀬町 54.8 8 378,400 446,900 433,700

宮崎県 * * 0 * *

国 51.3 1,703 294,597 337,907 329,358

類似団体 49.3 1 293,189 324,478 310,165

参　考

対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均給与月額

Ｂ
Ａ／Ｂ

五ヶ瀬町 － － － －
宮崎県 調理師 48.7 221,100 －
国 調理師 45 270,300 －

類似団体 － － － －
※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(令和4年～6年の３ヶ年平均)

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点に完全に一致しているものではない。

（注）１　平均給料月額とは、職員の基本給の月額平均である。

　　　２　平均給与月額とは、平均給料月額に諸手当（期末勤勉手当を除く）の月額平均を合計したものである。

　　　３　平均給与月額(国比較ﾍﾞｰｽ)とは、平均給与月額から通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当を除く。

（２）職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在） （単位：円）

五ヶ瀬町 宮崎県 国

大学卒 220,000 220,000 220,000

高校卒 188,000 188,000 188,000

大学卒 259,300 327,900 378,600 －

高校卒 243,800 － 337,800 380,600
（注）各階層別の職員数が3人以上の階層のみ表示。

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和7年4月1日現在）

区　分
公　務　員

民　　間

区　　　　分

区　分

一般行政職

経験年数10年 経験年数20年

一般行政職

（３）職員の経験年数・学歴別平均給料月額の状況（令和７年4月1日現在）

経験年数25年区　　　　分 経験年数30年



３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(令和7年4月1日現在）

区分 職員数 構成比
1号級の
給料月額

最高号級の
給料月額

１級 5人 7.7% 183,500 258,100

２級 11人 16.9% 230,000 308,500

３級 10人 15.4% 261,300 354,700

４級 14人 21.5% 284,300 382,400

５級 17人 26.2% 309,800 399,200

６級 8人 12.3% 33,500 415,700

（注）１　五ヶ瀬町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

標準的な職務内容

主事、技師の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う主事又は技師の職務

課長又は参事の職務、会計室長の職務、議
会事務局長の職務、教育次長の職務、事務
長の職務

主査の職務

主幹又はこの職と同等の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う主査の職務

１級, 11.1%
１級, 3.1% １級, 7.7%

２級, 13.9%
２級, 23.1% ２級, 16.9%

３級, 23.6% ３級, 18.5%
３級, 15.4%

４級, 8.3% ４級, 16.9% ４級, 21.5%

５級, 30.6% ５級, 27.7% ５級, 26.2%

６級, 12.5% ６級, 12.3% ６級, 12.3%
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））(令和7年4月1日現在）

（３）昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）

昇給可能な区
分

昇給実績があ
る区分

昇給可能な区
分

昇給実績があ
る区分

〇 〇
〇 〇

令和7年度中における運用 管理職員 一般職員

活用予定時期

上位、標準、下位の区分
上位、標準の区分

標準の区分のみ（一律）
ロ　人事評価を活用していない

標準、下位の区分

イ　人事評価を活用している

活用している昇給区分



４　職員手当の状況

（１）　期末手当・勤勉手当

１人あたり平均支給額 １人あたり平均支給額

（6年度） 1,665千円 （6年度） 1,564千円 

（6年度支給割合） （6年度支給割合） （6年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.45月 2.00月 2.5月 2 2.45月 2.05月

(1.35） (0.95） (1.40） (0.95） (1.375） (0.975）

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算 5～10% 役職加算 5～20% 役職加算 5～20%

管理職加算10～25% 管理職加算10～25%

(注)　（　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への勤務成績の反映状況

支給可能な成績率 支給実績がある成
績率

支給可能な成績率 支給実績がある成
績率

〇 〇

〇 〇

（２）　退職手当（令和7年4月1日現在）

(支給率) 自己都合 勧奨・定年 (支給率) 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.70月分 24.587月分 勤続20年 19.70月分 24.587月分 

勤続25年 28.04月分 33.27月分 勤続25年 28.04月分 33.27月分 

勤続35年 39.76月分 47.71月分 勤続35年 39.76月分 47.71月分 

最高限度 47.71月分 47.71月分 最高限度 47.71月分 47.71月分 

定年前早期退職加算措置（2％～45％加算） 定年前早期退職加算措置（2％～45％加算）

（退職時の特別昇給　なし）

（３）　地域手当

支給対象者なし

五ヶ瀬町 宮崎県 国

－

国五ヶ瀬町

令和6年度中における運用

ロ　人事評価を実施していない

イ　人事評価を活用している

一般職員

標準、下位の成績率

活用予定時期

管理職員

活用している成績率

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準の成績率のみ（一律）



（４）　特殊勤務手当（令和7年4月1日現在）

0 千円

0 円

0.0 ％

種類

手当の名称 支給実績
（令和3年度決算）

（５）時間外勤務手当

11,734 千円

133 千円

8,491 千円

96 千円

（６）その他の手当（令和6年4月1日現在）

手当名
国の制度と
の異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
(千円)

1人当たり
平均支給年

額
(千円)

扶養手当 同 13,551 295

住居手当 同 5,655 236

通勤手当 異 距離加算 9,013 123

管理職手当 異
課長相当職
のみに、定
額支給

2,916 324

手当の種類（手当数）

○配偶者13,000円、○扶養親族（配
偶者除く）1人6,500円（扶養者のう
ち、15～22歳の者は5,000円加算）、
○配偶者のいない職員の扶養親族1人
のみ11,000円

住居を借り受け、月額12,000円以上を支
払っている職員：23,000円以下の家賃は
家賃の月額から12,000円を控除した額、
23,000円を超える場合は家賃の月額から
23,000円を控除した額（16,000円上限）
の1/2＋11,000円

通勤の為、自動車等を使用してい
る職員に対して支給（通勤距離２
ｷﾛ以上）2,000円～31,600円

管理監督の地位にある課長相当職
員に対して、一律27,000円を支給

内容及び支給単価

職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

支給実績（令和5年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

支給実績（令和5年度決算）

国又は県の派遣職員で特別な知識、技術
又は資格を有する職

左記職員に対する支給単価

1日　500円

1日　500円

（令和6年度決算）

国又は県と交わす協定に
基づく

町税賦課調査及び町税並びに使用料等の
徴収又は滞納処分事務五ヶ瀬町職

員の特殊勤
務手当

主な支給対象職員

町税事務に従事する職員

防疫作業等に従事する職
員

主な支給対象業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和5年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

支給実績（令和6年度決算）

防疫作業



５　特別職の報酬等の状況（令和6年4月1日現在）

町長 680,000 円 828,000 円 ／ 500,000 円

副町長 555,000 円 667,000 円 ／ 478,000 円

議長 307,000 円 318,000 円 ／ 203,000 円

副議長 244,000 円 258,000 円 ／ 130,000 円

議員 228,000 円 251,000 円 ／ 109,000 円

町長 （令和6年度支給割合）

副町長 3.45月分

議長 （令和6年度支給割合）

副議長 3.45月分

議員

（算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

町長 勤続1月につき給料×0.417 13,610,880円 任期が終了した時点

副町長 勤続1月につき給料×0.248 6,606,720円 任期が終了した時点

期
末
手
当

退
職
手
当

区分

給
料

（参考）類似団体における最高/最低額

報
酬

給　　料　　月　　額　　等



６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）
区分 対前年

　部門 増減数

議会 2 2 0
総務 23 24 1 他機関への出向による減

税務 5 5 0
労働 0
農林水産 13 13 0
商工 2 2 0
土木 6 6 0
民生 21 21 0 組織再編による減

衛生 4 4 0 退職者不補充による現

76 77 1 《参考》 人口１万人当り職員数 234.9
類似団体の人口１万人当り職員数 207.64

13 14 1
89 91 2 《参考》 人口１万人当り職員数 277.61

類似団体の人口１万人当り職員数 244.85

2 2 0 水道事業の拡充による増

6 6 0
8 8 0
97 99 2 《参考》 人口１万人当り職員数 302.01

（注）　1　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数（教育長含む）
　　　　２　合計欄の（　　　）内の数値は、条例定数である。

（２）年齢別職員構成の状況（令和5年4月1日）

２０歳 ２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳

計
未満 ２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳 ５９歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

1 4 5 8 6 16 12 17 9 8 11 2 99
（注）給与実態調査において報告した年齢構成毎の合計職員数

（３）職員数の推移
（単位：人・％）

年度

77 79 82 80 76 77 0 100.0%
15 13 13 13 13 14 ▲ 1 93.3%

92 92 95 93 89 91 ▲ 1 98.9%

38 38 39 39 8 8 ▲ 30 21.1%

130 130 134 132 97 99 ▲ 31 76.2%

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数（教育長含む）
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